
 

 

本年１０月から消費税が改正され､｢軽減税率｣が適用となる

ため､お客様もお店も大混乱することが予想されます。また､前

回同様､「経過措置」が設けられており､契約時期によっては納

税額に大きな差が生じるため､正しい知識を身に付けることが

大切です。さらに､新たに導入される「インボイス制度」は､免税

事業所にも影響があります。そこで､施行前に確認しておくべき

改正の内容と事業所の対応策についてわかりやすく解説します。 

◆軽減税率制度の導入に伴う注意点 

・対象品目と影響のある主な業種 

・レジの導入やシステム改修等への補助制度 他 

◆消費税１０％の経過措置 

・経過措置の概要  

・住宅等の請負工事に関する税率 

・家賃・コピー機・重機などのリース料は？ 他 

◆インボイス制度(方式)の概要と注意点 

・インボイスとは？ いつから導入される？ 

・免税事業者の注意点 他 

◆消費税増税に伴う事業所の注意点 

・もう“どんぶり勘定”ではやっていけない 

・適正に価格転嫁できるか？自腹になるか！ 他 
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